
（1990年代以降進展した製造業の海外展開）
第3−（1）−8図により、製造業企業の現地法人数の推移をみると、1990年代以降増加
が続いており、特に、中国での増加が大きくなっている。また、第3−（1）−9図により、
製造業の海外生産比率をみると、1990年代以降、長期的に上昇してきた。製造業の海外立
地が増加する中で、国内での工場立地が抑制されてきた面があったものと考えられる。
第3−（1）−10図により、企業が海外進出する理由をみると、進出する地域の需要やそ
の拡大の見込みが主要な理由であると言えるが、製造業に限ってみれば、「労働力コストが
低い」、「資材、原材料、製造工程全体、物流、土地・建物等のコストが低い」など、進出先
のコストの低さを理由にあげる企業割合も高い。中国を初めとしたアジア経済の成長に伴
い、進出地域での需要の拡大が見込まれるほか、特に、1990年代半ばに進行した、為替レー
トの円高傾向も、海外進出によるコスト抑制を意図する企業の行動に大きく影響を与えたも
のと考えられる。

第3－（1）－8図　現地法人（製造業）数の推移
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経済産業省「海外事業活動基本調査」
現地法人とは、以下の条件を満たす海外子会社と海外孫会社の総称。
海外子会社…日本側出資比率が10％以上の外国法人
海外孫会社…日本側出資比率が50％超の海外子会社が50％超の出資を行っている外国法人

資料出所
　　（注）

（年度）
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（対ドルレートと実質実効レートの推移）
第3−（1）−11図により、外国為替相場の推移をみると、1980年代の半ば以降、対ドル
レートは長期的に円高傾向で推移し、1995年には、特に円高が進んだ。自国の通貨価値の
増加は、国内生産の諸コストを相対的に高めることとなるので、製造業の海外進出を促す要
因の一つとなったものと考えられる。
なお、2000年代の後半にも、対ドルレートでみた円高の傾向がみられるが、実質実効為
替レートは1990年代半ばや2000年代初めの水準に比べ低いことに留意する必要がある。実
質実効為替レートは、相対的な通貨の実力を測るための総合的な指標で、貿易相手国の
ウェートなども加味して算出されており、2000年代に入って対ドルレートとの乖離が大き
くなっている。これは、日本の貿易相手国としてアメリカのウェイトが低下してきており
（付3−（1）−2表、付3−（1）−3表）、円の通貨価値を測る場合に、対ドルレートだけ考
えることが次第に適当ではなくなっているものと思われる。2000年代の主要通貨に対する
円レートをみると対ドルレートは大きな円高となっているが、対元レートの円高は、それほ
ど大きくはなく、また、対ユーロレートでは、過去の水準に比べ円高とは言えない（付3−
（1）−4表）。これらのことを加味すると、近年の対ドルレートでみた円高が、企業の海外
展開を促す影響は、かつてに比べ小さくなっていると考えられる。

第3－（1）－9図　製造業の海外生産比率
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経済産業省「海外事業活動基本調査」
１）国内全法人ベースの海外生産比率＝現地法人（製造業）売上高／（現地法人（製造業）売上高＋

国内法人（製造業）売上高）×100.0
海外進出企業ベースの海外生産比率＝現地法人（製造業）売上高／（現地法人（製造業）売上高
＋本社企業（製造業）売上高）×100.0

２）現地法人とは、以下の条件を満たす海外子会社と海外孫会社の総称。
　　海外子会社…日本側出資比率が10％以上の外国法人
　　海外孫会社…日本側出資比率が50％超の海外子会社が50％超の出資を行っている外国法人。
３）本社企業とは、海外に現地法人を有する我が国企業（金融業、保険業及び不動産業を除く）。

資料出所
　　（注）
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（近年の企業行動と立地の動向）
2000年代初めまでにみられた、製造業の海外立地の動きは、近年、少しずつ見直されて
いるように見える。
第3−（1）−12図により、製造業が国内立地を選択する理由の推移をみると、かつては、
人材・労働力の確保、市場への近接性をあげるものが多かった。1990年代は我が国の通貨
価値が上昇し、アジア諸国の経済成長率が高まったことを考えると、労働力確保や市場開拓
という観点からは、海外立地の利点は高まり、国内立地の利点は相対的に低下したものと考
えられる。一方、2000年代に入り、国内立地の理由として、本社や自社工場への近接性、
関連企業への近接性をあげるものが増えており、より高い付加価値創造能力を獲得するた
め、コストの抑制ばかりでなく、産業集積の利点を活かそうとする考え方が強まっているよ
うにみえる。
また、株主重視の視点から、コストの抑制や収益の株主配分に傾斜した経営が修正され、
従業員の雇用や地域経済との良好な関係が重視される動きが強まっていく可能性も指摘でき
る。かつての調査では、様々な利害関係者の中で、株主を重視するという割合は、上場企業

第3－（1）－10図　海外進出する理由

内閣府「平成21年度企業行動に関するアンケート調査報告書」
3つまでの複数回答。

資料出所
　　（注）
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ほど高く、また、その傾向は強まるとみるものが多かった（付3−（1）−5表）。一方、近
年では、新任役員の意識をみても、最重視する利益として従業員の利益をあげるものは多
く、株主の利益をあげるものは相対的に少ない。また、社会の利益をあげるものも増えてい
る（付3−（1）−6表）。

第3－（1）－11図　外国為替相場の推移

日本銀行「外国為替相場状況」（東京市場インターバンク相場）
１）数値は月次で示してある。
２）対ドル名目為替レートはインターバンク直物中心相場（月中平均）。2011年3月17日に16年ぶりに

1995年4月19日の最高値を更新したことから別枠をグラフに追加しているが、本グラフは月次の数値
であることから、グラフの値と当該日に記録した最高値は一致していない。

３）実質実効為替レートは日本銀行試算値（①実質実効為替レートは、相対的な通貨の実力を測るための総
合的な指標で、各国との為替レートを、貿易額等で計った相対的な重要度でウエイト付けし、各国の物
価上昇率も加味して集計・算出したもの。②最新の値は、国際決済銀行（Bank of International 
Settlement, BIS）公表のBroadベースの実効為替レートを利用。1993年以前の計数については、Broad
ベースの計数が存在しないためNarrowベースの実効為替レートの前月比伸び率を用いて過去に遡って延
長推計している。③BISでは、円の実効為替レートをBroadベースでは56か国、Narrowベースでは25
か国で使用されている通貨（それぞれ、42通貨、15通貨）に対して作成している）。

資料出所
　　（注）
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3）企業経営と雇用方針

（企業の雇用管理と人材育成の方針）
1990年代以降の企業の経営環境や世界的な経済動向のもとで、企業の短期的な収益拡大
志向が強まり、長期的、計画的な視点をもった雇用管理の方針に揺らぎがみられ、採用、配
置、育成、処遇などの仕組みにおいて見直しが行われた。しかし、採用の絞り込みによって
技術・技能の継承に支障が生じてきていることへの反省もみられ、今まで導入が進められて
きた賃金・処遇制度の問題点も指摘されるようになってきている。
第3−（1）−13図により、職業能力開発において本人の主体性を重視するか、会社とし
ての計画性を重視するかについて、人事労務担当者の考え方をみると、1997年の企業調査
では、労働者本人の主体性を重視するという回答が多かったが、2007年の調査においては
会社の責任で行うという考え方が多くなっている（付3−（1）−7表）。
長期雇用は、企業と労働者の長期的で継続的な関係のもとに、労働者の配置や職業能力開

第3－（1）－12図　国内立地の主な選定理由
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経済産業省「工業立地動向調査」
１）新設立地にあたって最も重視した項目が合計に占める割合について各期間ごとに平均値を出している。
２）1990年から1994年を1990年代前半、1995年から1999年を1990年代後半、2000年から2004年を
2000年代前半、2005 年から2009年を2000年代後半とした。

３）2004年から2006年にかけて立地の選択理由は調査されていない。
４）1990年から1993年は回答項目に「関連企業への近接性」が存在しないため、1990年代前半の「関連企
業への近接性」の平均値として1994年の値を使用。

５）「人材・労働力の確保」については、1990年から1993年までは「労働力の確保」、1994年から2003年
までは「労働力の確保」と「人材の確保（理工系大学・工専等への近接性）」の合計を使用。

６）「本社・他の自社工場への近接性」の2003年以前について、「本社への近接性」と回答した数を使用。

資料出所
　　（注）
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発を系統的に行い、人材育成を効果的に行うものであるが、1990年代には、職業能力開発
に対する労働者の主体性を重視する考え方が強調され、雇用慣行見直しの一つの論点とされ
てきた。そこでは、労働者は主体的に職業能力を開発し、転職をも視野に入れることができ
るような社会横断的、普遍的な技能を身につけることが理想的なものとして説かれることも
少なくなかった。こうした雇用慣行をめぐる論調が、先の1997年の調査結果にも現れてい
ると考えられる。
しかし、それから10年がたち、2007年の調査では、企業の人材育成に関する考え方の根
本的な転換が生じていることが示唆される。一般的に考えても、優れた能力を持つ人材が企
業に蓄積されることが、その企業の実力を示すものであり、働く側にとっても、企業の描く
経営戦略にそって技術を習得し、技能を高めていくことが、職業能力開発にとって現実的な
手法であると思われる。こうしたことから、今日では、企業の経営戦略にそって職業能力形
成が行われる方向へと、企業の人材育成方針の重点が移行しているものとみられる。

第3－（1）－13図　雇用や人材育成についての考え方

（財）日本生産性本部「日本的人事制度の変容に関する調査」をもとに厚生労働省労働政策担当参事官室にて
作成
１）上場企業の人事労務担当者に聞いたもの。
２）1997年調査と2007年調査の接合については付3－（1）－7表の注釈を参照。

資料出所

　　（注）
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（技能の形成やチームワークを重視する労使関係）
我が国企業に一般的な雇用慣行として、長期雇用、年功賃金、企業別労働組合などの特徴
が指摘されることが多いが、このうち、長期雇用については、1990年代を通じて、正規雇
用の採用が絞り込まれてきたことから、長期雇用の慣行自体が修正されるのではないかとの
見方もあったが、2000年代の景気拡張過程では新規学卒者の採用の増加や高年齢者の継続
雇用の取組もみられ、長期雇用を改めて評価する動きがあると考えられる。
第3−（1）−14図により、企業経営者が、海外企業と比べ日本企業の強みであると考え
ているものをみると、「長期雇用を前提に、従業員に企業固有のノウハウや技術を蓄積する
インセンティブを与え、競争力強化を図っている」、「従業員同士がチームワークを発揮し、
質の高い業務を遂行している」、「企業の成長と従業員の生活向上を協力して実現する、良好
な企業内労使関係が構築できている」などの回答が多くなっている。

（賃金・処遇制度の見直しの動向）
雇用慣行や人材育成をめぐる考え方の変化は、1990年代の賃金・処遇制度の見直し論議
を押し進めるとともに、様々な問題を惹起しながら、その後の大きな転換をもたらすことと
なった。
第3−（1）−15図により、賃金のあり方に関する企業経営者の考え方の変化をみると、
2000年代前半期には、「定昇制度を廃止し、成果や業績による賃金決定とすべき」が半数を
超えていたが、順次、割合を下げ、2000年代後半には、「定昇のみとし、成果や業績は賞与
に反映すべき」に「定昇を中心とし、必要があればベアを行うべき」を加えたものが約6割

第3－（1）－14図　日本企業の強みであると考えられるもの

（社）日本経済団体連合会「2010年人事・労務に関するトップ・マネジメント調査」
１）海外企業と比較した場合に日本企業の強みであると考えられるものを回答。
２）複数回答。

資料出所
　　（注）
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となっている。
1990年代は、厳しい経営環境のもとで、人件費の抑制が求められることとなったが、そ
こでは、同時に、社会横断的な技能形成がもてはやされ、長期勤続を前提とするような賃
金・処遇制度に批判的な論調が強まった。しかし、雇用管理における採用・配置・育成・処
遇は相互に密接に関連し合っているのであって、ある一部を改めることによって、たとえ
ば、角を矯めて牛を殺すようなことを引き起こす危険もあると思われる。長期勤続を基本と
する雇用慣行と定期昇給とは関連し合っており、企業内労使関係を基本に人材育成を図る考
え方が改めて重視されていることと、定期昇給の意義が改めて評価されていることは、人事
処遇制度への理解において、相互に関連し合っている2つの事柄であると考えられる。

（維持される賃金カーブと今後の課題）
職務に精通することを通じて技能が高まり、複数の職務経験が相互に関連づけられる中
で、企業における人材としての評価が高まっていく。こうしたことを企図し促すことのでき
る優れた雇用管理の下で、勤続年数に応じて賃金が上昇していくことには合理的な背景があ
り、いわゆる「年功賃金」について、年齢や勤続年数に直結して賃金が決定されるというイ
メージが重ねられている場合があるとすれば、それは必ずしも適切な賃金制度の理解とは言
い難い。技術・技能の蓄積に応じ、その評価の結果として賃金が上昇していく仕組みは、今
日、我が国の多くの企業において、基本的な理解を得ているものと思われる。
第3−（1）−16図により、企業経営者からみた賃金カーブについての考え方をみると、
若年期から壮年期にかけ賃金が上昇した後フラットになる「上昇後フラット型」が、現状に

第3－（1）－15図　今後の望ましい賃金決定のあり方
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（社）日本経済団体連合会「春季労使交渉・労使協議に関するトップ・マネジメントのアンケート調査結果」
本調査は日本経団連会員企業及び東京経営者協会会員企業の労務担当役員以上が調査対象。

資料出所
　　（注）

平成23年版　労働経済の分析214

雇用管理の動向と勤労者生活第3章



おいても、また、今後の目指すべき賃金カーブとしても、最も高い割合を占めている。我が
国の賃金制度は、労働者の職務遂行能力を段階をおって高めていきながら、その人的能力を
職能資格制度を通じて賃金に反映させるのが一般的なものと言われているが、今後も、若年
期から壮年期にかけては、企業内労使関係の中での協力関係のもとに、職務遂行能力の向上
に、労使ともに積極的に取り組んでいくものと思われる。また、同時に、人件費抑制と高齢
者雇用拡大の要請のもとで、賃金カーブに何らかの調整が行われる可能性があり、現在と今
後を比較してみると、今後は「上昇後減少型」の賃金カーブが広がるとみる経営者の割合が
高くなっている。
このように、正規雇用の雇用管理については、1990年代に進められてきた改革への反省
もあり、職務遂行能力の向上を基本においた賃金制度の再構築が進められていくと考えら
れ、労働者も、正規雇用者については、今後も自らの賃金が上昇すると見通しているものが
多い。ただし、これに対し、非正規雇用者は、賃金が上がらないと見通しているものが多
く、また、今後については「分からない」とする者が正規雇用者に比べ多く、雇用の安定、
技能の形成、賃金の決定の諸側面で、多くの課題を抱えている（付3−（1）−8表）。1990
年代以降の採用抑制の中で、その割合を高めてきた非正規雇用者について、その雇用、人材
育成、賃金のあり方について、社会的にも検討と議論を深めていく必要がある。

第3－（1）－16図　賃金カーブについての考え方

（社）日本経済団体連合会「2010年人事・労務に関するトップマネジメント調査」
１）賃金制度について現在の賃金カーブと今後目指すべき賃金カーブについてそれぞれ最も近い
ものを選択。

２）本調査では上昇後フラット型、上昇率逓減型、上昇後減少型及び一律上昇型の4つの賃金カー
ブモデルについて調査がされたが、一律上昇型については構成比が小さいため、その他とし
て扱っている。

資料出所
　　（注）
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